
（私費外国人留学生以外） 

- 1 - 
 

信州大学の「入学料免除」及び「入学料徴収猶予」の制度について 

（１）制度概要 
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注：学部生向けの入学料免除制度は、高等教育修学支援新制度（給付奨学金・入学料減免・授業料
減免）に一本化されており、大学独自の入学料免除は実施しておりません。まず日本学生支援機構
給付奨学金（高等教育修学支援新制度）をご確認ください。なお、徴収猶予は申請可能です。 

  大学院入学者  

 次の①～④のいずれかに該当する場合、入学料の全額又は半額が免除される制度です。 

 申 請 事 由 事 由 詳 細 

① 経 済 的 理 由 本学の定める家計基準（※1）を満たすことにより、入学料を納付することが困難であると認め
られる場合 

② 生計維持者死亡 入学前１年以内において生計維持者（原則父母）が死亡し、入学料を納付することが困難である
と認められる場合であって、本学の定める家計基準（※1）を満たす場合 

③ 
災  害 
半壊・床上浸水以上 

入学前 1 年以内において本人もしくは生計維持者が地震･火災･風水害等の災害を受けた等特別
な理由により、入学料を納付することが困難であると認められる場合 

④ 
特 例 災 害 
半壊・床上浸水以上 

本人もしくは生計維持者が「東日本大震災（2011 年 3 月 11 日）」、「熊本地震（2016 年 4 月
14日）」、「2018 年豪雨(5月 20日～7月 10日)」、「北海道胆振東部地震（2018年 9月 6日）」、
「2019年豪雨（8月 13日～9月 24日）」、「2019年台風 19号」又は「能登半島地震（2024
年 1月 1日）」の災害を受け経済状況が悪化し、入学料を納付することが困難であると認められ
る場合 

※1 入学料免除の家計基準･･･申請者本人及び生計維持者（原則父母２名）のそれぞれの「合計所得金額（千
円未満切り捨て）」から「所得控除合計（千円未満切り捨て）」を差し引いた額（0 円未満の場合は０円）
の合計額が 100 万円以下を基準とします。各金額は市区町村発行の所得･課税証明書等で確認できます。 
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  学部・大学院入学者  

以下に該当する場合、入学料の支払期限が一定期日まで延期される制度です。 

 申 請 事 由 事 由 詳 細 

① 経 済 的 理 由 本学の定める家計基準（※2）を満たすことにより、納付期限までに入学料を納付することが困
難であると認められる場合 

※2 入学料徴収猶予の家計基準･･･申請者本人及び生計維持者（原則父母２名）のそれぞれの「合計所得金額
（千円未満切り捨て）」から「所得控除合計（千円未満切り捨て）」を差し引いた額（0 円未満の場合は０
円）の合計額が 400 万円以下を基準とします。各金額は市区町村発行の所得･課税証明書等で確認できま
す。 

 

 

 
 

 

 入学料免除は、本学が定める基準を満たす申請者の中から予算の範囲内で選考のうえ、免除者を決定し
ます。 
 入学料免除申請者が入学料徴収猶予の基準を満たす場合で、入学料の全部又は一部の支払いが発生した
際は、入学料徴収猶予を許可します。 

 

https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/scholarship/news.html
https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/scholarship/news.html
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（２）申請方法 

 Step１．インターネット入学手続  

インターネット入学手続システム上の入学料等の支払画面において「入学料支払猶予対象（該当
するものを選択）」を選択してください。詳細は合格者に提示する「入学手続要項」でご確認くだ
さい。 

※ 入学料は支払わないでください。入学料を支払ってしまった場合、入学料免除・徴収猶予は申請
できません。支払済みの入学料を返金することもできませんので、ご注意ください。 

 

 Step２．申請書類の提出  

「申請のしおり」を信州大学学生総合支援センターのホームページからダウンロードし、入学後
の申請期間内に「家計調書」等の申請書類を提出してください。申請期間及び提出方法等の詳細は
「申請のしおり」で確認してください。 
日本人学生と私費外国人留学生の提出書類は異なりますので、ダウンロード時にご注意ください。 

1.「申請のしおり」掲載時期 
4 月入学者用：入学前の 1月下旬頃 
10 月入学者用：入学前の 7月下旬頃 

2.「申請のしおり」掲載サイト https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/scholarship/download.html#area-2 

3. Step2 の申請時期 
4 月入学者：入学後の 4月下旬頃 
10 月入学者：入学後の 10月上旬頃 

4. Step2 申請時の提出書類 
（参考） 

① 家計調書：入学後、学内ポータルサイトで出力が可能 
② 住民票の写し：生計維持者の記載された、世帯全員分（謄本） 
③ 所得･課税･控除証明書：申請者本人と生計維持者の申請時点で
最新のもの 

④ その他：世帯状況や申請事由等によっては、上記の他に必要とな
る書類があります。詳細は「申請のしおり」をご確認ください 

 
注１ 「家計調書」等の申請書類を全て提出しなければ申請手続は完了しません。書類を期日までに提

出できない場合や、入学を辞退する場合には、直ちに入学料を納付していただきますので、十分考
慮のうえ申請してください。 

 
注２  入学料免除等の申請手続が完了した方は、選考結果が決定するまで入学料の支払いが猶予されま

す。決定前に入学料を納入した場合は、申請を取り下げたものとみなしますので、入学する学部、研
究科、専攻の入試事務室に入学料を納入した旨をお知らせください。 

 
注３ 入学料免除の申請には入学料徴収猶予の申請を含みますので、入学料免除を申請した方が入学料

徴収猶予の基準を満たしている場合は、入学料徴収猶予が許可されます。 

 

https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/scholarship/download.html
https://www.shinshu-u.ac.jp/campus_life/studentsupport/scholarship/download.html#area-2
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